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選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

四
月
二
十
五
日

号
外
第
三
十
八
号

水　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

政
党
の
支
部

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選
挙
　

入
　
倉
　
　
　
要

小
　
吉
　
重
　
晴
　

甲
府
市
中
央
一
│
一
二
│
三
七
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

区
第
三
支
部

四
月
三
日
　

四
月
十
一
日

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

福
島
正
明
後
援
会
「
新
友
会
」

塚
　
原
　
省
　
三

坂
　
田
　
栄
　
一
　

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
七
四
五
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
十
四
日
　

三
月
十
四
日

正
男
勝
手
に
応
援
団
　

高
　
村
　
昌
　
彦

三
　
浦
　
珠
　
枝
　

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
三
二
五
九
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
十
四
日
　

三
月
十
五
日

天
野
祐
治
後
援
会
祐
友
会
　

天
　
野
　
芳
　
彦

天
　
野
　
徳
　
美
　

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
九
〇
〇
│
一
〇
一
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
十
五
日
　

三
月
十
五
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日

二

小
俣
義
之
後
援
会
　

幡
　
野
　
美
　
好

郷
　
田
　
久
　
男
　

都
留
市
法
能
九
七
〇
│
二
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
十
五
日
　

三
月
十
五
日

市
民
の
暮
ら
し
一
番
の
政
策
実
現
　

前
　
田
　
善
　
通

米
　
山
　
鐵
　
平
　

富
士
吉
田
市
下
吉
田
一
五
〇
三
│
四
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

を
支
援
す
る
会

三
月
十
三
日
　

三
月
十
九
日

陸
実
会
　

池
　
谷
　
昌
　
訓

池
　
谷
　
賢
　
一
　

甲
府
市
中
畑
町
九
二
七
│
七
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
十
四
日
　

三
月
二
十
日

清
水
武
則
を
支
援
す
る
会
　

小
　
林
　
　
　
修

中
　
村
　
文
　
雄
　

韮
崎
市
本
町
一
│
六
│
三
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
十
六
日
　

三
月
二
十
二
日

浩
友
会
　

古
　
屋
　
正
　
巳

穂
　
坂
　
和
　
夫
　

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
四
二
五
九
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
十
八
日
　

三
月
二
十
二
日

天
野
貞
夫
を
支
援
す
る
貞
親
会
　

天
　
野
　
貞
　
夫

大
　
森
　
一
　
行
　

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
〇
六
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
二
十
一
日
　

三
月
二
十
三
日

斉
藤
正
行
後
援
会
　

斉
　
藤
　
正
　
行

初
　
鹿
　
秀
　
樹
　

南
巨
摩
郡
増
穂
町
小
林
一
二
三
│
一
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
二
十
一
日
　

三
月
二
十
六
日

親
要
会
　

桜
　
林
　
幸
　
男

塩
　
澤
　
茂
　
三
　

甲
府
市
中
央
一
│
一
二
│
三
七
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
二
十
二
日
　

三
月
二
十
七
日

誇
れ
る
山
梨
を
創
る
会
　

荒
　
井
　
義
　
信

丸
　
茂
　
　
　
元
　

甲
府
市
飯
田
四
│
一
〇
│
二
七
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
二
十
四
日
　

三
月
二
十
七
日

大
森
た
け
ひ
で
後
援
会
　

大
　
森
　
光
　
正

天
　
野
　
克
　
行
　

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
〇
六
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
一
日
　

四
月
二
日

志
村
学
を
支
援
す
る
志
学
会
　

永
　
井
　
重
　
雄

依
　
田
　
　
　
実
　

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
六
六
三
│
一
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
二
日
　

四
月
二
日

志
村
学
政
策
研
究
会
　

志
　
村
　
　
　
学

依
　
田
　
　
　
実
　

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
六
六
三
│
一
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
二
日
　

四
月
二
日

野
中
敏
美
後
援
会
「
と
し
友
会
」

望
　
月
　
和
　
美

今
　
津
　
朝
　
彦
　

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
八
二
九
│
一
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
四
日
　

四
月
四
日

勝
栄
会
　

深
　
澤
　
勝
　
雄

深
澤
か
を
る
　

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
一
一
二
三
│
一
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
一
日
　

四
月
五
日

小
池
等
後
援
会
「
ひ
と
し
会
」

秋
　
山
　
清
　
治

小
　
池
　
博
　
文
　

南
巨
摩
郡
増
穂
町
小
室
三
〇
二
〇
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
九
日
　

四
月
九
日

強
信
会
　

渡
　
辺
　
　
　
強

渡
　
辺
　
清
　
幸
　

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
四
二
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
一
日
　

四
月
十
三
日

辰
和
会
　

三
　
島
　
達
　
男

保
　
坂
　
武
　
彦
　

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
東
中
島
一
一
三
八
│
二
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
六
日
　

四
月
十
三
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日

三

後
藤
和
雄
後
援
会
（
豊
明
会
）

後
　
藤
　
和
　
雄

後
　
藤
　
朱
　
実
　

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
四
〇
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
十
日
　

四
月
十
六
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

小
　
澤
　
崇
　
志

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

斉
藤
け
ん
じ
後
援
会
「
け
ん
友
会
」

旧
　

小
　
野
　
貞
　
良

二
月
十
九
日
　

三
月
十
五
日

新
　

小
　
倉
　
正
　
志

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

大
塚
義
久
後
援
会
・
桜
久
会

旧
　

下
　
出
　
祥
　
司

三
月
十
六
日
　

三
月
二
十
日

新
　

種
　
田
　
弘
　
美

平
成
十
八
年
　

平
成
十
九
年

日
本
司
法
書
士
政
治
連
盟
山
梨
会

旧
　

加
　
藤
　
弘
　
美

三
月
十
三
日
　

三
月
二
十
二
日

新
　

内
　
田
　
茂
　
樹

木
　
村
　
　
　
亮

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

内
田
利
明
後
援
会

旧
　

鈴
　
木
　
次
　
郎

内
　
田
　
義
　
之

三
月
十
九
日
　

三
月
二
十
三
日

新
　

佐
　
藤
　
　
　
勇

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

自
由
民
主
党
山
梨
市
支
部

旧
　

秋
　
山
　
栄
　
治

三
月
二
十
五
日
　

三
月
二
十
六
日

新
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

全
国
社
会
保
険
推
進
連
盟
山
梨
県

甲
府
市
中
小
河
原
一
│
八
│
三
三

旧
　

支
部

甲
府
市
朝
気
一
│
二
│
一
山
梨
厚
生
年
金
会
館
内

三
月
二
十
五
日
　

三
月
二
十
六
日

新
　

斉
　
藤
　
正
　
男

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

電
機
連
合
山
梨
政
治
活
動
委
員
会

旧
　

中
　
田
　
進
　
基

三
月
二
十
八
日
　

三
月
三
十
日

新
　

宮
　
下
　
　
　
宏

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

明
友
会

旧
　

鈴
　
木
　
惣
　
八

四
月
一
日
　

四
月
二
日

新
　

金
　
丸
　
忠
　
仁

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

金
丸
忠
仁
を
支
援
す
る
会

旧
　

山
　
中
　
恭
　
子

三
月
三
十
日
　

四
月
二
日

新
　

川
　
口
　
宗
　
典

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

修
和
会

旧
　

片
　
野
　
和
　
男

三
月
二
十
五
日
　

四
月
三
日

新
　

西
　
野
　
賢
　
一

原
　
　
　
　
　
匡

韮
崎
市
若
宮
三
│
九
│
二
一

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

つ
ば
さ

旧
　

坂
　
本
　
安
　
男

浅
　
利
　
光
　
一

韮
崎
市
水
神
一
│
一
五
│
二
一

四
月
十
三
日
　

四
月
十
三
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日

四

新
　

佐
　
藤
　
孝
　
江

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

清
水
き
ぬ
よ
後
援
会

旧
　

堀
口
け
い
子

四
月
十
一
日
　

四
月
十
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

岡
田
も
と
え
後
援
会
　

小
　
俣
　
元
　
男
　

岡

田

勝

雄

上
野
原
市
鶴
島
八
九
〇
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

二
月
十
二
日
　

三
月
十
四
日

中
村
ひ
ろ
ひ
こ
山
梨
後
援
会
　

天

野

丈

重

渡

辺

　

武

甲
府
市
伊
勢
三
│
七
│
三
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
九
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
十
四
日

小
俣
義
之
後
援
会
　

幡

野

美

好

郷

田

久

男

都
留
市
法
能
九
七
〇
│
二
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

二
月
二
十
八
日
　

三
月
十
五
日

一
友
会
　

小

林

　

悟

伊

藤

一

雄

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
山
保
五
一
二
九
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
九
年

八
月
二
十
九
日
　

三
月
二
十
日

志
村
一
彦
後
援
会
一
友
会
　

有

泉

　

實

入

倉

武

久

南
巨
摩
郡
増
穂
町
小
林
一
七
六
二
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
九
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
日

河
西
忠
則
を
支
援
す
る
忠
友
会
　

藤

綱

彦

衛

岡

田

義

男

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
八
二
〇
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
十
六
日
　

三
月
二
十
二
日

小
池
省
三
後
援
会
青
栄
会
　

望
月
朝
右
衛
門

秋

山

　

昇

南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
町
字
森
一
〇
一
一
│
一
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
九
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
三
日

弘
志
会
　

大

辻

俊

孝

深

澤

武

重

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
七
〇
六
│
一
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

三
月
二
十
二
日
　

三
月
二
十
八
日

山
梨
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
す
る
会
　

小
宮
山
光
彦

上

野

政

巳

甲
斐
市
篠
原
二
五
九
六
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
九
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
日

邦
友
会
　

石

塚

邦

夫

田

中

慶

子

甲
斐
市
大
垈
一
〇
〇
│
七
四
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

二
月
二
十
八
日
　

三
月
三
十
日

富
士
近
未
来
研
究
所
（
Ｆ
Ａ
Ｉ
Ｒ
）

長

田

昌

仁

池

谷

正

志

富
士
吉
田
市
竜
ヶ
丘
二
│
八
│
二
六
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
四
日
　

四
月
五
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
富
士
吉
田
市

渡

辺

正

志

宮

下

信

行

富
士
吉
田
市
竜
ヶ
丘
二
│
七
│
二
八
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

第
三
支
部

四
月
六
日
　

四
月
九
日

光
友
会
　

加

藤

公

雄

上

田

　

格

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
葛
籠
沢
九
九
七
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
九
年

十
二
月
二
十
八
日
　

四
月
十
三
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日

五

天
　
野
　
貞
　
夫

忍
野
村
議
会
議
員

天
野
貞
夫
を
支
援
す
る
貞
親
会

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
〇
六

天
　
野
　
貞
　
夫

平
成
十
九
年

平
成
十
九
年

三
月
二
十
一
日

三
月
二
十
三
日

斉
　
藤
　
正
　
行

増
穂
町
議
会
議
員

斉
藤
正
行
後
援
会

南
巨
摩
郡
増
穂
町
小
林
一
二
三
│
一

斉
　
藤
　
正
　
行

平
成
十
九
年

平
成
十
九
年

三
月
二
十
一
日

三
月
二
十
六
日

志
　
村
　
　
　
学

増
　
穂
　
町
　
長

志
村
学
政
策
研
究
会

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
六
六
三
│
一

志
　
村
　
　
　
学

平
成
十
九
年

平
成
十
九
年

四
月
二
日

四
月
二
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
異
動
届

区
分

氏
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名
　

異
動
年
月
日
　

届
出
年
月
日

新

韮
　
崎
　
市
　
長

平
成
十
八
年
　

平
成
十
九
年

横
　
内
　
公
　
明

さ
わ
や
か
会

旧
　

山
梨
県
議
会
議
員

十
一
月
二
十
八
日
　

四
月
十
三
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

政
治
資
金
規
正
法
第
12条

第
１
項

平
成
17年

１
月
１
日
か
ら
平
成
17年

12月
31日

ま
で

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

政
治
団
体
の
名
称
　
　
海
野
と
し
ひ
こ
後
援
会
笛
山
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
１
９
年
３
月
３
０
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

１
０
９
,５
２
０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

１
０
９
,５
２
０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

１
０
９
,５
２
０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
康
友
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
１
９
年
３
月
２
８
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
２
）
支
出
総
額

０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
古
屋
保
男
後
援
会
（
親
保
会
）

報
告
年
月
日
　
　
　
　
平
成
１
９
年
４
月
２
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
１
）
収
入
総
額

３
９
,０
０
０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

３
９
,０
０
０
円

（
２
）
支
出
総
額

１
,９
５
０
円

（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額

３
７
,０
５
０
円

２
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

（
１
）
収
入
の
内
訳

ア
　
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

３
９
,０
０
０
円

７
８
人



発 行 者 　 　 山 　 梨 　 県 　 　 甲 府 市 丸 の 内 一 丁 目 六 番 一 号 　 　 　 　 　 印 刷 所 　 ㈱ サ ン ニ チ 印 刷 　 甲 府 市 北 口 二 丁 目 六 番

山 梨 県 公 報 号 外 第 三 十 八 号 　 　 平 成 十 九 年 四 月 二 十 五 日 六

合　計 ３９,０００円
（２）支出の内訳
イ　政治活動費 １,９５０円
（カ）その他の経費 １,９５０円
合　計 １,９５０円

政治団体の名称　　宝友会

報告年月日　　　　平成１９年３月３０日
１　収入・支出の総額
（１）収入総額 ０円
ア　前年繰越額 ０円
イ　本年収入額 ０円

（２）支出総額 ０円
（３）翌年への繰越額 ０円


